
 

 
  

 
 

 
 
 
 

  登録免許税の改正 

Ｑ：登録免許税の税率の軽減措置は、今年

の税制改正でどうなりましたか？                              

  

Ａ：平成27年３月31日まで延長されました。 

【解説】 

登録免許税の税率の軽減措置は、平成25年

３月31日で期限切れとなっていましたが、今

年度の税制改正で適用が２年延長され、平成

27年３月31日までこれまでの軽減税率が適用

されることとなっています。 

主なものは、次のとおりです。 

 ①土地の売買による所有権移転登記 

 ・所有権の移転登記…1.5％(2.0％) 

 ・所有権の信託登記…0.3％(0.4％) 

 ②住宅用家屋の所有権保存登記 

 ・所有権の保存登記…0.15％(0.4％) 

 ③住宅用家屋の所有権移転登記 

 ・所有権の移転登記…0.3％(2.0％) 

 ④住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権設定

登記 

 ・抵当権設定登記…0.1％(0.4％) 

   ※カッコ書きは、本則による税率です。 

  参考までに、他の主な税率は次のとおりで

す。 

 ・相続による所有権移転登記…0.4％ 

 ・贈与による所有権移転登記…2.0％ 

 ・遺贈による所有権移転登記…2.0％ 

 ・死因贈与による所有権移転登記…2.0％ 
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